
   消防局長が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュー 

ビクル式の変電設備等を指定する件 

平成 23 年 8 月 16 日 

消防局告示第 4 号 

 

鳥取県西部広域行政管理組合火災予防条例（昭和５１年鳥取県西部広域行政

管理組合条例第１７号。以下「条例」という。）第１１条第１項第３号及び第

２項（条例第８条の３第１項、第１２条第２項及び第３項並びに第１３条第２

項及び第４項の規定において準用する場合を含む。）の規定に基づくキュービ

クル式の変電設備、発電設備及び蓄電池設備（以下「キュービクル式変電設備

等」という。）について、条例で定める位置、構造及び管理の基準によらなく

ても火災予防上支障ないものとして消防局長が認める基準を次のとおり定め

る。 

 

１ キュービクル式変電設備等の設置位置は、次によること。 

⑴ 避難上支障とならない位置に設けること。 

⑵ 可燃性又は腐食性の蒸気、ガス若しくは粉じん等が発生し、又は滞留す

るおそれのない位置に設けること。 

 ⑶ コンクリート等不燃性の材料で造った堅固な床又は地盤面上に設けるこ

と。 

 ⑷ 火を使用する設備（条例第４４条第１項第１号から第８号の２までに掲

げるものに限る。）を設けてある室内には設けないこと。ただし、キュー

ビクル式変電設備等の周囲に有効な空間を保持する等、火災予防上安全な

措置を講じたときは、この限りでない。 

２ キュービクル式変電設備等の構造は、次によること。 

⑴ キュービクル式の変電設備 

ア キュービクル式の変電設備の種類は、次のとおりとする。 

(ｱ) 電力需給用計器用変成器及び主しゃ断装置並びにこれらの附属装置

を１の箱（以下「外箱」という。）に収納したもの 

(ｲ) 変圧器、遮断機、開閉器及びこれらの附属装置を外箱に収納したも



の 

(ｳ) (ｱ)及び(ｲ)に掲げる装置を外箱に収納したもの 

イ キュービクル式の変電設備の外箱の構造は、次によること。 

(ｱ) 外箱（コンクリート造又はこれと同等以上の耐火性能を有する床に

設置するものの床面部分を除く。）の材料は鋼板とし、その板厚は屋

外用のものにあっては、２．３ミリメートル以上、屋内用のものにあ

っては、１．６ミリメートル以上又はこれと同等以上の防火性能を有

するものであること。 

(ｲ) 外箱の開口部（(ｳ)に掲げるものに係る部分を除く。）は、特定防火

設備（建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第１１２条第

１項に規定する特定防火設備をいう。）又は防火設備（建築基準法（

昭和２５年法律第２０１号）第２条第９号のロに規定する防火設備を

いう。）である防火戸が設けられていること。 

(ｳ) 外箱には、次に掲げるもの（屋外に設けるものにあっては、雨水等

の侵入防止措置が講じられているものに限る。）以外のものが外部に

露出して設けられていないこと。 

ａ 表示灯(カバーを不燃性又難燃性の材料としたものに限る。) 

ｂ 電線の引込み及び引出し口 

ｃ ⑴エの換気装置 

ｄ 電圧計（ヒューズ等で保護されたものに限る。） 

ｅ  電流計（計器用変成器に接続しているものに限る。）、周波数計

その他操作に必要な計器類 

ｆ 計器切替スイッチ（不燃性又は難燃性の材料としたものに限る。） 

ｇ 発光ダイオードを用いた表示装置又は液晶を用いた表示装置（裏

面を防火措置したものに限る。） 

(ｴ) 外箱からの電線の引出し口は、金属管又は金属製可とう電線     

管（２種金属製可とう電線管に限る。）を容易に接続できるものであ

ること。 

(ｵ) 外箱には直径１０ミリメートル以上の丸棒が入るような穴又はすき

まがないこと。 



ウ キュービクル式の変電設備の内部の構造は、次によること。 

(ｱ) 機器及び配線等は外箱、フレーム等に堅固に固定されていること。 

(ｲ) 機器及び配線は、外箱の底面から１０センチメートル以上の位置に

収納され、かつ、充電部は底面から１５センチメートル以上の位置に

取り付けられていること。ただし、これと同等以上の防水措置が講じ

られている場合は、この限りでない。 

エ キュービクル式の変電設備には、次に定めるところにより換気装置が

設けられていること。 

(ｱ) 換気装置は、外箱の内部が著しく高温にならないよう空気の流通が

十分に行えるものであること。 

(ｲ) 自然換気口の開口部の面積の合計は、外箱の一の面について、当該

面の面積の三分の一以下であること。 

(ｳ) 自然換気口により十分な換気が行えないものにあっては、機械換気

設備が設けられていること。 

(ｴ) 換気口には、金網、金属製ガラリ、防火ダンパーを設ける等の防火

措置が講じられていること。 

⑵ キュービクル式の発電設備 

ア キュービクル式の内燃機関を原動力とする発電設備 

(ｱ) 種類は、次のとおりとすること。 

ａ 内燃機関、発電機及び燃料タンク並びにこれらの附属装置を外箱

に収納したもの 

    ｂ 制御装置及び保安装置並びにこれらの附属装置を外箱に収納した

もの 

    ｃ ａ及びｂに掲げる装置を外箱に収納したもの 

(ｲ) 外箱の構造は、⑴イ((ｳ)を除く。）に準ずるほか次によること。 

ａ 外箱には、次に掲げるもの（屋外に設けるものにあっては、雨水

等の浸入防止措置が講じられているものに限る。）以外のものが外

部に露出して設けられていないこと。 

（ａ） 表示灯（カバーを不燃性又は難燃性の材料としたものに限る。） 

  （ｂ） 電線の引込み口及び引出し口 



  （ｃ） ⑵ア（エ）の換気装置 

  （ｄ） 電圧計（ヒューズ等で保護されたものに限る。） 

（ｅ） 電流計（計器用変成器に接続しているものに限る。）、周波数

計その他操作に必要な計器類 

（ｆ） スイッチ(不燃性又は難燃性の材料としたものに限る。) 

     （ｇ） 排気筒 

     （ｈ） 燃料配管（潤滑油配管を含む。） 

     （ⅰ） 始動用空気管の出し入れ口 

     （ｊ） 内燃機関の息抜き管 

     （ｋ） 冷却水の出し入れ口及び水抜き管 

     （ｌ） 発光ダイオードを用いた表示装置又は液晶を用いた表示装置

（裏面を防火措置したものに限る。） 

    ｂ 外箱は、消音器及び屋外に通じる排気筒を容易に取り付けられる

ものであること。 

(ｳ) 内部の構造は、⑴ウに準ずるほか次によること。 

ａ 内燃機関及び発電機を収納する部分は、不燃材料（建築基準法第

２条第９号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。）で区画され、

遮音措置が講じられていること。 

ｂ 内燃機関及び発電機は、防振ゴム等振動吸収装置の上に設けたも

のであること。ただし、内燃機関にガスタービンを用いるものにあ

っては、この限りでない。 

ｃ 給油口は、給油の際の漏油により電気系統又は内燃機関の機能に

異常を及ぼさない位置に設けられていること。 

ｄ 外箱内の配線類は、内燃機関から発生する熱の影響を受けないよ

うに断熱処理され、かつ、堅固に固定されていること。 

(ｴ) ⑴エに準ずる換気装置が設けられていること。 

⑶ キュービクル式の蓄電池設備 

  ア キュービクル式の蓄電池設備の種類は、次のとおりとすること。 

(ｱ) 蓄電池を外箱に収納したもの 

(ｲ) 充電装置、逆変換装置、出力用過電流しゃ断器等及びこれらの附属



装置を外箱に収納したもの 

(ｳ) (ｱ) 及び(ｲ)に掲げる装置を外箱に収納したもの 

イ キュービクル式の畜電設備の外箱の構造は、⑴イ（(ｳ)を除く。）に準

ずるほか、外箱には次に掲げるもの（屋外に設けるものにあっては、雨

水等の浸入防止措置が講じられているものに限る。）以外のものが外部

に露出して設けられていないこと。 

(ｱ) 表示灯（カバーを不燃性又は難燃性の材料としたものに限る。） 

(ｲ) 電線の引込み口及び引出し口 

(ｳ) ⑶オの換気装置 

(ｴ) 電流計、電圧計（ヒューズ等で保護されたものに限る。）、周波数

計その他操作に必要な計器類 

(ｵ) 配線用しゃ断器（金属製カバーを取り付けたものに限る。） 

(ｶ) スイッチ（不燃性又は難燃性の材料としたものに限る。） 

(ｷ) 発光ダイオードを用いた表示装置又は液晶を用いた表示装置（裏面

を防火措置したものに限る。） 

ウ キュービクル式の蓄電池設備の内部の構造は、⑴ウに準ずるほか次に

よること。 

(ｱ) 蓄電池を収納する部分は、他の部分と防火上有効に区画されている

こと。ただし、シール形蓄電池（陰極吸収式のものに限る。以下同じ。）を

収納するものにあっては、この限りでない。 

(ｲ) 鉛蓄電池を収納するものにあっては、キュービクル式の蓄電池設備

内の当該鉛蓄電池の存する部分の内部に耐酸性能を有する塗装が施さ

れていること。ただし、シール形蓄電池を収納するものにあっては、

この限りでない。 

(ｳ) 直送回路に変圧器（１００キロワット未満のものを除く。）を用い

る場合は、他の部分と防火上有効に区画されていること。 

エ キュービクル式の蓄電設備に設ける区分しゃ断器、点検スイッチ及び

変圧器は、次によること。 

(ｱ) 区分しゃ断器には、配線用しゃ断器が設けられていること。 

(ｲ) 蓄電池の充電状況を点検できる自動復帰形又は切替形の点検スイッ



チが設けられていること。 

(ｳ) 直送回路及び逆変換装置等に変圧器を用いる場合は、油入機器以外

のものとすること。 

オ キュービクル式の蓄電池設備には、⑴エ（(ｲ)を除く。）に準ずる換気

装置が設けられているほか、自然換気口の開口部の面積の合計は、外箱

の一の面について、蓄電池及び⑶ウ(ｳ)の変圧器を収納する部分にあって

は当該面の面積の三分の一以下、充電装置等を収納する部分にあっては、

当該面の面積の三分の二以下であること。 

３ キュービクル式変電設備等の管理は、次によること。 

⑴ キュービクル式の変電設備の保安のための距離（以下「保有距離」とい

う。）は、下記の表に掲げる数値とすること 

保有距離を確保すべき部分 

保 有 距 離 

屋内に設ける場合 屋外に設ける場合 

周囲 

操作を行う面 １.０メートル以上

１.０メートル以上。た
だし、隣接する建築物
又は工作物の部分を不
燃材料で造り、当該建
築物の開口部に防火設
備（建築基準法第二条
第九号の二ロに規定す
る防火設備をいう。）を
設けてある場合は、屋
内に設ける場合の保有
距離に準ずることがで
きる。 

点検を行う面 ０.６メートル以上

換気口を有する面 ０.２メートル以上

キュービクル式以外の変電設
備、発電設備及び蓄電池設備
との間 

１.０メートル以上 

⑵ 外箱正面とびらの見やすい位置に変電設備、発電設備又は蓄電池設備で

ある旨を表示した標識（鳥取県西部広域行政管理組合火災予防条例施行規

則（平成２年鳥取県西部広域行政管理組合規則第３号）別表第１に定める

標識）を設けること。ただし、キュービクル式の蓄電池設備に、日本工業

規格Ｚ八三〇四（銘板の設計基準）の表三に掲げる数値のうち、ａを短辺

とし、ｂを長辺とした比を一対五とした標識であって、地は白色、文字は

黒色としたもの（短辺ａが三一・五ミリメートル以上のものに限る。）が

設けられている場合は、この限りでない。 



⑶ 必要に応じ熟練者に設備の各部分の点検及び絶縁抵抗等の測定試験を行

わせ、不良箇所を発見したときは、直ちに補修させるとともに、その結果

を記録し、かつ、保存すること。 

   附 則 

この告示は、平成２３年８月１６日から施行する。 


